
経営発達支援計画の概要 

実施者名 
南房総市朝夷商工会（法人番号 ４０４０００５０１５４５７） 
南房総市内房商工会（法人番号 １０４０００５０１５００６） 
南房総市（地方公共団体コード １２２３４３） 

実施期間 令和８年４月１日～令和１３年３月３１日 

目  標 

経営発達支援事業の目標 
①新ブランド産品の開発 
②観光と連携した産業振興 
③起業・創業支援 
④事業承継支援 

事業内容 

経営発達支援事業の内容 
３．地域の経済動向調査に関すること 

国のビックデータ RESAS を使った情報収集による地域経済分析を

行うとともに、小規模企業白書を活用して小規模企業の全国的な地域動

向等の調査を実施する。 
４．需要動向調査に関すること 
   産業まつりにて実施するアンケート調査を活用して需要動向調査

をするとともに、各種データを用いた需要動向調査を実施する。 
５．経営状況の分析に関すること 
   記帳システム等や経営問診票（千葉県独自の経営分析システム）を

活用して経営分析を実施する。 
６．事業計画策定支援に関すること 
   経営分析を行い、経営者自らが経営リテラシーの向上に取り組むよ

う、補助金等の申請、金融の斡旋、市の創業支援事業、専門機関を利

用した事業承継計画策定支援を中心に事業計画策定支援を実施する。 
７．事業計画策定後の実施支援に関すること 
   巡回訪問により定期的・計画的なフォローアップを実施するととも

に、専門家による高度で専門的なフォローアップを実施する。 
８．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 
   市のふるさと納税出店やホームページ開設リニューアル等の支援、

ＳＮＳ活用等販路開拓支援のため、専門家派遣や相談会を実施する。 

連 絡 先  

南房総市朝夷商工会／〒295-0004 千葉県南房総市千倉町瀬戸 2294 番地 

TEL：0470-44-1331／FAX：0470-40-1051 

Ｅ－mail：toiawase@asai.or.jp 

南房総市内房商工会／〒299-2403 千葉県南房総市富浦町原岡 918番地 

TEL：0470-33-2257／FAX：0470-33-4268 

Ｅ－mail：uchibo@star.ocn.ne.jp 

南房総市 商工観光部 商工課 

〒299－2492 千葉県南房総市富浦町青木２８番地 

TEL：0470－33－1092／FAX：0470－20－4230 

Ｅ－mail：shoko@city.minamiboso.lg.jp 
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（別表１） 
 経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標  

南房総市朝夷商工会及び南房総市内房商工会が共同で本事業に取り組む理由 
  平成１８年３月に６町１村（旧白浜町、旧千倉町、旧丸山町、旧和田町、旧富山町、

旧富浦町、旧三芳村）による行政合併が行われ南房総市が誕生した。これに伴い商工

会においても合併の機運が高まり、行政合併が７行政区域と広範囲であったことから、

小規模事業者等へのサービスや利便性等を踏まえ、地理的・歴史的に繋がりの深い２

地区に商工会を分けて設立することになった。 
平成１９年４月に太平洋沿いの朝夷地区と呼称されている４商工会（旧白浜町商工

会、旧千倉町商工会、旧丸山町商工会、旧和田町商工会）により南房総市朝夷商工会

が設立され、同じく平成１９年４月に東京湾沿いの内房地区と呼称されている３商工

会（旧富山町商工会、旧富浦町商工会、旧三芳村商工会）により南房総市内房商工会

が設立された。 
  設立以来、同一行政区域内に２つの商工会があることから、行政への要望活動やイ

ベント等の各種事業を連携して取り組んできた経緯がある。また、両商工会地区は、

ともに観光関連産業を中心としているとともに、過疎化の進展や少子・高齢化、後継

者難等といった課題等も同じような状況となっている。 
このようなことから、それぞれが単独で本事業に取り組むよりは、共同で取り組む

ことにより事業成果をあげることができると判断し、本事業を共同で取り組むもので

ある。 
 
１．目標 
  
（１）地域の現状と課題 

現状： 
①立地 

南房総市は房総半島南端に位置

し、西側には東京湾、東側及び南側

には太平洋と三方を海に囲まれてお

り、北側は県下最高峰の愛宕山（４

０８ｍ）をはじめ、３００ｍ以上の

山が連なる。面積は２９９．５５ｋ

㎡で県内第５位の広さを有する。ま

た、東京から１００ｋｍ圏内に位置

し、平成１９年７月に東関東自動車

道館山線が全線開通したことによ

り、東京からの時間距離は１時間１

６分に短縮されている。（東京都中央

区日本橋～南房総市役所９４．９ｋ

ｍ） 
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  ②歴史 
     安房地域は戦国時代に里見氏により平定された。しかし、その後里見氏は、

江戸幕府による全国支配体制の確立により、１６１４年に転封となり、以降こ

の地は幕府領、旗本領、小大名の領地として分割統治される。 
近代に入り、明治１１年の郡区町編成法施行により郡制を施行、明治３０年

には「交通の便が相互にあり、かつ民情風俗に大差がない」という理由から、

安房郡、平郡、朝夷郡、長狭郡の四郡を合併して、「安房郡」が形成される。 
そして、昭和３０年前後に相次いだ町村合併を経て、旧町村の姿となったが、

平成１８年３月に安房７町村による合併が行われ、南房総市が誕生する。 
なお、市内には日本酪農発祥の地がある。 

 
③観光 

     沖合を流れる暖流の影響により冬は暖かく夏は涼しい海洋性の温暖な気候

で、海岸沿いのエリアは一部無霜地域となっており、１月になると路地花が咲

き始め、四季折々に咲き乱れる花々などの豊かな自然と戦国大名里見氏関係の

文化財などの歴史的名所を数多く有している。 
また、「道の駅」が市内に８か所（道の駅の数は日本一）あり、各地域の特産

品が直売されており、各地域の観光拠点となっているほか、食の宝庫でもある

当南房総地域は、海の幸や山の幸が豊富であり、「さんが焼き」や「なめろう」、

「太巻き寿司」などの郷土料理が有名で、観光客からの支持を得ている。 
 

④交通網 
幹線道路として木更津市

や君津市をつなぐ国道１２

７号線及び国道４１０号が

南北に、鴨川市とつなぐ国

道１２８号線が太平洋沿い

に通っている。高速道路と

しては東関東自動車道館山

線が開通しており、高速バ

スや自家用車等で県庁所在

地の千葉市まで６０分、東

京都内各所までは東京湾横

断道路（アクアライン）経由

で１時間３０分程度となっ

ている。特に東関東自動車道館山線の開通は高速バスの利便性を飛躍的に高め

ており、市民や観光客にとって重要な交通機関となっているが、一方で路線バ

スは利用者の減少などによって減便等が進んでいる。 
また、鉄道はＪＲ内房線（市内６駅あり）が通っており、主に学生が利用し

ているが、高速バスの飛躍的な利便性の向上によって利用者が減少傾向にあり、

平日の東京駅発着の特急列車が廃止され、普通列車がワンマン車両に変わるな

どしている。 
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⑤人口と世帯数の推移 
南房総市では人口減少が著しく進行しており、１９８０年から２０２５年の間で半減と

なり３万人を割り込む勢いでいる。また今後の予想人口でも全体の人口の減少に重

ねて、高齢者の人口減にも拍車ががる。 

高齢化率は令和６年４月１日現在で千葉県平均の 27.6％を大きく上回る 47.8％と

なっており、これは県内 54 市町村で第 3 位、県内の市では第 1 位である。少子高齢

化率も年々増加傾向にあり、今後の地域の生活、経済活動などに大きな影響を与え

ていくことが予想される。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ⑥商工業者数・小規模事業者数の推移 

Ｈ２８年からＲ３年の６年間で商工業者数はで６％以上の減少、小規模事業

者数は１３％以上も減少している。原因としては廃業が最多である。 

廃業の理由としては、経営不振もあるが高齢化によるものが多い。高齢化に

より数年後に廃業する潜在的廃業予定の小規模事業者が多くいるところに令和

元年９月９日の台風被災や新型コロナウィルス感染症の影響で廃業にますます

拍車がかかったと思われる。 

 

  南房総市朝夷商工会地区 
内  容 Ｈ２８ Ｒ１ Ｒ３ H28 から R3の減少率 

商工業者数 1,145 1,114 1,049 91.61％ 

小規模企業者数 1,068 1,076 902 84.45％ 

    
南房総市内房商工会地区 

内  容 Ｈ２８ Ｒ１ Ｒ３ H28 から R3の減少率 

商工業者数 517 487 509 98.45％ 

小規模企業者数 473 438 434 91.75％ 

   

   市内合計 

内  容 Ｈ２８ Ｒ１ Ｒ３ H28 から R3の減少率 

商工業者数 1,662 1,601 1,558 93.74％ 

小規模企業者数 1,541 1,514 1,336 86.69％ 

※H28、R1は商工会実態調査より、R3は経済センサスより 

R3 以降、両商工会の基礎数は経済センサスを基準としている 

出典：RESAS 
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  ⑦事業所数の推移 
事業所数については、２０１２年から

２０２１年の１０年間で約５００事業

所が減少している。近年は農業関係や介

護福祉関係の開業、南房総市の自然や風

土を気に入って他県から移住し、飲食店

やサービス業を開業するケースが見受

けられたが、全体数の底上げには至って

いない。原因としては高齢化による廃業

が一番多く、事業承継などによる事業所

数の維持が出来ていないことがうかが

える。 

 

  ⑧特産品 
南房総市は温暖な気候と三方を海に囲まれて

いる恵まれた立地により、豊富な特産物がある。

例えば、「伊勢えび」や「さざえ」、「あわび」な

どの海産物や、「菜の花」や生産量日本一を誇る

「キンセンカ」などの花卉と豊富な農産物が多

く産出されている。なかでも、明治４２年以来、

天皇・皇后陛下に献上が続いている最高級の「房

州びわ」が非常に有名である。また、市内の和田

漁港は全国でも数少ない捕鯨基地となってお

り、シーズン中は鯨の解体場に多くの見物客が

訪れる。鯨の肉を干して乾燥させた「鯨のたれ」

は房州にしかない特産物として人気がある。さ

らに、古くから技術・技法が伝承されている房州

うちわは、経済産業省指定の伝統的工芸品に選

ばれており、日本三大うちわの一つとして知ら

れている。 

 
⑨第２次南房総市総合計画 基本構想・前期基本計画 

南房総市では、２００８年度に「ひと・ゆめ・みらい 地域で創る魅力の郷

南房総」を将来像とした第１次南房総市総合計画（２００８～２０１７年度）

を策定した。これを市政運営の基本指針として、「第２次南房総市総合計画」

では、行政運営の指針となる長期的な基本構想（２０１８～２０２７年度（１

０年間））を掲げ、基本構想に掲げる将来像を実現するための基本計画（前期

２０１８～２０２２年度（５年間）、後期２０２３～２０２７年度（５年

間））を策定し、その後期基本計画の商工業、観光業、新たな産業振興の施策

として次のような目標を掲げている。 

 

 

 

上 ツチクジラの解体風景 

下 千倉地区の一面の花畑 

出典：RESAS 
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商工業 

○ 意欲ある事業者に対し、設備投資への助成措置などを通じて経営基盤

の強化を支援する。また社員の情報処理技術や各種資格取得に向けた人

材育成への支援や、商工会・包括連携協定を結んでいる地域金融機関と

連携した研修を実施することにより、後継者の育成・確保に努める。 
○ 高齢化が進み移動が困難な消費者をターゲットとした新しいビジネス

モデルの可能性を模索する等、地域の実情に即した活性化策を検討す

る。 

観光 

○ 南房総市ならではの観光資源を活用した交流拠点の整備やプロモーシ

ョンを充実させ、観光の振興を通じた地域活性化を図る。 
〇 個人旅行の増加や体験型観光といったトレンドを踏まえて、タイムリ

ーな情報発信や各種団体と連携した広域的な観光プロモーション活動を

行なう。 
新たな産業 

〇 国・県、包括連携協定を結んでいる地域金融機関、事業者との連携の

もと、起業や既存事業所の新たな事業展開を支援するとともに、若者の

ＵＩターンへの流れを促進させる。また、関係機関と連携しながら、時間

と場所を選ばないクラウドソーシング等新しい働き方に関する情報発信

に努める。 
〇 地域産業の活性化を図っていくため、関係機関との連携のもと、農林

水産業・観光・商工業の立体的協業による６次産業化と商品開発などを

促し、ブランド力の向上や新たな産業の振興などを促進する。 

 
  課題： 

①農林・水産業の課題 
 農林業の課題として生産者の減少と高齢化、耕作地放棄地の増加、鳥獣被害等

多くの問題を抱えている。同様に水産業でも漁業従事者の減少・水産物の価格の

低迷等の問題を抱えている。農林・水産いずれも就業者所得の安定のため、新た

な販路開拓や６次産業化、新ブランド産品の開発が必要。 
 
②観光の課題 
 何度でも訪れたくなる魅力ある観光地にするため、多様化するニーズやトレン

ドを踏まえた観光メニューの開発強化が求められている。観光基盤の充実強化を

図るため、地域資源を活用した新たな観光需要の開拓を図る必要がある。 
 
③商業の課題 
 商工業は市外大型店への流出や経営者の高齢化等により地域商店の活力低下

が問題となっている。高齢化が進む本市では、関係団体が協力して事業承継対策
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や経営基盤の強化に向けた支援が必要となっている。 
 

（２）小規模事業者に対する長期的な振興の在り方 
市の基本計画を踏まえた長期的な振興の在り方としては以下のようなものが想定

される。 
①：新ブランド産品の開発 
１０年後における地域のあるべき姿：地域資源を活用した商品が多数開発され、新ブ

ランド産品として内外共に認められるようになっている。また、実店舗での販売の

他、ＥＣサイトやふるさと納税など実店舗以外での販売方法の確立している。 
理由：人口減少で地域内での需要が減少するので、地域ブランド化により高付加価値

な商品を開発することで価格競争を無くし利益の出る経営を目指す必要がある。

また従来の実店舗以外での販売を強化し販路拡大も必要である。 
 

②：観光と連携した産業振興 
１０年後における地域のあるべき姿：地域資源を活用した参加・体験型の観光が通年

楽しめる。観光客の増加により宿泊・飲食・物販の質が向上し、消費単価が向上す

る。 
理由：様々な観光ニーズの変化への順応が求められる中、従来の観光の提供だけでは

観光地として確立できない。新しい各種サービスの提案や特産品の開発及び販売

により高付加価値化を目指し、観光業者以外にも経済波及効果を得られるように

する。 
 

③：起業・創業支援 
１０年後における地域のあるべき姿：若い人や移住者の年間の創業者数が２０件、５

年生存率が８０％を維持している。創業事業所の経営が安定し継続して行くこと

で地域に活力が出てきている。 
理由：創業者の増加は地域に新陳代謝を与え、新しい産業の創出にもつながる。しか

し創業間もない事業者の経営状況は厳しいため、経営計画の策定など経営力を上

げる取り組みを支援することが必要である。 
 

④事業承継支援 
１０年後における地域のあるべき姿：身内の後継予定者それ以外の後継予定者への育

成が進み、事業承継の支援先の７５％が承継完了している。地域の経営者の若返り

などで新事業や新商品開発による経営力の向上が進んでいる。 
理由：地域内の廃業の多くは後継者不在にある。専門家を交えて事業承継を計画的に

進めることにより、事業所の継続や新経営者による経営の安定化にも繋がる。 
 
（３）経営発達支援事業の目標 

①新ブランド産品の開発 
支援計画の認定期間（５年間）目標： 
ＫＧＩ：地域資源を活用した商品の売上１億円、平均粗利率を６０％へ 
ＫＰＩ：商品開発の専門家派遣事業者数１０社、新規ふるさと納税出店１０社、新

規ＥＣサイト出店１０社 
設定した理由：ＫＧＩの売上・粗利は新ブランド産品が地域に定着しているかを計る目
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安となり、ＫＰＩの事業者数は新ブランドの産品の開発や、販売力とともに販売の

継続性を計る目安となる。 
 

②観光と連携した産業振興 
支援計画の認定期間（５年間）目標： 
ＫＧＩ：観光関連の売上３０％増、観光客の消費単価１，０００円増 
ＫＰＩ：体験型など新しい観光メニューを開発した事業者数１０社、観光客向けの

地新商品を開発した事業者数１０社、新たに道の駅で販売し始めた事業所数１０社 
設定した理由：ＫＧＩの売上の増加、消費単価の増加は観光が地域における経済の波

及効果を示す指標である。またＫＰＩの事業者数は観光を活用した地域事業者の増

加を示し、観光における地域産業との連携具合の目安となる。 
 

③起業・創業支援 
支援計画の認定期間（５年間）目標： 
ＫＧＩ：年間の起業・創業件数７件、５年後の生存率８０％ 
ＫＰＩ：起業・創業事業所の事業計画年間策定件数７社、創業から５年以内のマル

経融資・各種補助金の年間申請件数１０社 
設定した理由：ＫＧＩの起業・創業件数および生存率は起業・創業の発生が地域にど

れだけ根付いたかを示す指標となる。またＫＰＩの事業所数は起業・創業支援によ

る事業所への継続性の貢献度を示す数値となる。 
 

④事業承継支援 
支援計画の認定期間（５年間）目標： 
ＫＧＩ：年間の事業承継完了事業所数７件、事業承継後の売上増加２０％増 
ＫＰＩ：年間の専門家による事業承継相談件数１０社、事業承継計画年間作成件数

１０社、マッチング成立件数５社 
設定した理由：事業承継完了事業所数と売上増等は支援による既存事業所の事業継続

の結果数値となる。ＫＰＩの件数は支援により確実な事業承継を遂行できる件数の

目安となる。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

 
２．経営発達支援事業の実施期間、目標の達成方針 
 
（１）経営発達支援事業の実施期間   令和８年４月１日～令和１３年３月３１日 
 
（２）目標の達成に向けた方針 

 ①：新ブランド産品の開発 
達成方針１：地域資源を活用した新商品の開発の相談件数の増加 

地域資源を活用した新商品の開発を支援するため、専門家による相談件数を増加

させる。地域外の専門家からの意見をもらうことによる商品化の方向性や、製造

方法、利益率、販売方法、パーッケージ等商品化に向けたサポートを集中的に行

う。 
設定した理由：地域資源を活用した商品開発には様々な問題もあるが、地域の食材

や特色を上手く利用し宣伝することが必要である。また地域のブランド産品とし

て認められるためには販売の継続性も求められるので、事業計画策定を含めた専

門家の相談が必要である。 
達成方針２：販売の多層化 
 市ふるさと納税の参加や、独自サイトや大手ＥＣサイトの出店を広げる。 
設定した理由：売上を増加させるためには個店での販売以外に、店舗以外の販売方

法を確立させる必要がある。また地域内外で地域ブランド産品と認めてもらうた

め営業力の強化や内外への宣伝をする必要がある。 
 
②：観光と連携した産業振興 

達成方針１：地域資源を活用した参加・体験型の観光の確立 
地域資源を活用した参加・体験型の観光として、収穫体験・手作り体験や南房総

の地域の特色を生かしたスポーツ（サーフィン・SUP・ハイキング）などをする

サービスを含めたプランの作成をする。 
設定した理由：参加・体験の提供は観光客の増加や消費単価の向上に繋がり、地域

全体への波及効果に繋がる。 
達成方針２：観光客向けのお土産商品の開発と道の駅での販売支援 

①新ブランド産品の開発でも触れたが、地域資源を活用したブランド産品の一つ

として観光客のお土産需要に特化した商品の開発を進める。市内８つある道の駅

での販売を目指し、商品化に向けたサポートを集中的に行う。 
設定した理由：新ブランド産品でも特に観光客向けのお土産として好まれる商品を

開発することで売上の増加、営業力の向上に繋がる。 
 
③：起業・創業支援 

達成方針１：Ｕターン、Iターン等の移住・定住者向けの起業・創業支援の強化 
Ｕターン、I ターン等の移住・定住者の創業希望者には市の特定創業支援等事業

（セミナー等の開催）の受講を進め開業までの支援を行う。また創業前からの専

門家による経営相談や開業数年後の経営が安定するまで伴走支援を行う。 
設定した理由：Ｕターン、Iターン等の移住・定住者の場合、地元の方よりも起業・
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創業までのハードルが高く開業までたどり着けない事も多い。起業・創業までの

道のりを手厚く支援して確実な起業・創業を進める。 
達成方針２：ＤＸ推進、ホームページ・ＳＮＳ運用の即時整備 

創業前からＤＸ推進（キャッシュレス、顧客管理等）、ＥＣサイト開設、ホームペ

ージ・ＳＮＳの運用を意識させ、開業と同時にＤＸの導入、ネット販売等の販路

開拓、広域的な宣伝が出来るよう専門家による経営相談や個別相談会を行う。 

設定した理由： 
創業時には経営が安定しないことが多いので、人材不足への対応や販路拡大のた

めにデジタルを使った経営を進める。少人数でも経営を継続できる体制を構築。 
 
④事業承継支援 

達成方針１：早期診断と事業承継計画策定  
６０歳以上の経営者に承継診断を実施し、５年計画テンプレートを提供して関係

者・の合意形成する場を設定する。課題別に専門家による経営相談を実施し事業

承継計画の策定をする。  
設定した理由：事業承継計画策定により関係者の期待が整合し、早期にまとまる可

能性が高くなる。また早期着手は選択肢を広げ、税務リスク低減や価値向上につ

ながるため効果が高い。  
達成方針２：承継後２年の伴走支援として売上・粗利・キャッシュフローのモニタ

リングを行い、問題点を経営者と把握するため専門家による経営診断を行う。そ

のほか経営の安定のため、販路開拓等の補助金やマル経等の金融支援を行う。 
設定した理由：初期の試行錯誤期に伴走することで赤字転 落や離脱を防げる。数値

管理により早期の軌道修正が可能になり、売上成長へ接続し地域雇用維持にも貢

献する。  
 
Ⅰ．経営発達支援事業の内容  

３．地域の経済動向調査に関すること 
 
（１）現状と課題 現状： 
    千葉県商工会連合会が四半期ごとに実施している中小企業景況調査事業の調査

結果や新聞、インターネット等により、経営指導員が中心となって情報を収集し、

その内容を施策情報セミナーで小規模事業者等へ情報提供しているとともに、小

規模事業者持続化補助金等の申請で活用している。 
 
  課題： 
    地域経済動向の情報収集には取り組んでいるものの、情報収集が指導員の人力

によるため効率的に情報収集ができていない。また専門的な分析ができておらず、

専門家による情報の整理分析が必要と思われる。収集した情報の提供は施策情報

セミナーでの情報提供や小規模事業者持続化補助金等の申請での活用にとどまっ

ていることから、情報提供が限定的であり、活用・周知方法等の抜本的な見直し

が必要となっている。 
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（２）目標 
   

内容 
公表

方法 
現行 Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 

ＲＥＳＡＳ 

活用 
総会 

ＨＰ 
０ １ １ １ １ １ 

小規模企業白

書活用 
総会 

ＨＰ 
１ １ １ １ １ １ 

各商工会にて情報分析し、会員に向け周知・提供する。 
 
（３）事業内容 

① 国のビックデータ（ＲＥＳＡＳ）の活用 
効率的に情報収集をするため、内閣府が提供する地域経済分析システム「ＲＥ

ＳＡＳ」を利用して経営指導員等が地域経済動向を分析して、使いやすい形で

地域事業者に年１回公表する。 

（ア）調査項目 

「まちづくりマップ」（人流等を分析）、「産業構造マップ」（産業の現状

等の分析）、「消費マップ」（消費傾向を分析）、「観光マップ」（観光客

の嗜好や行動を分析） 

（イ）調査方法 

経営指導員等がＲＥＳＡＳを活用して地域経済動向を分析する。 

（ウ）分析方法 

経営指導員が事業環境変化対応型支援事業により千葉県商工会連合会から

月数回派遣される専門家（中小企業診断士等）と連携し分析する。 

 
  ② 小規模企業白書の活用による経済動向調査 
    中小企業庁が毎年５月に発行している「小規模企業白書」を活用して小規模企

業の全国的な地域動向や実態等の調査・分析を実施する。 
  （ア）調査項目 
     「小規模企業の全国的な業種ごとの景況」、「小規模企業の全国的な経済動向」 

「社会的な構造変化」等 
  （イ）調査方法 
     経営指導員が毎年５月に小規模企業白書の内容を調査する。 
  （ウ）分析方法 

経営指導員が事業変化対応型支援事業により千葉県商工会連合会から月数回

派遣される専門家（中小企業診断士）と連携し分析する。 
      
（４）調査結果の活用方法 

     分析した情報は、毎年総会及び総代会、商工会のホームページや商工会報等で広

く小規模事業者等へ提供するとともに、事業計画策定等の伴走型支援や経営指導

員等による巡回・窓口指導の参考資料として活用する。 
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４．需要動向調査に関すること 
 
（１）現状と課題 
  現状： 

小規模事業者持続化補助金申請作成支援時などにインターネットの情報サイト

を活用して小規模事業者の商品やサービス等に関しての需要動向調査を実施して

いるのみであり、不十分なものとなっている。 
  課題： 
    各種データ等による需要動向の収集・分析や消費者ニーズを把握するためのア

ンケート調査を実施していないので、新商品・新サービスの展開や販路開拓・拡

大に取り組んでいる小規模事業者には、消費者動向等を踏まえ、実際の商品の購

入に基づいた根拠のある情報の提供が課題となっている。 
 
（２）目標 
    産業まつり商品マーケティング調査 

内  容 現行 Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 

アンケート調査数 ― １４０ １４０ １４０ １４０ １４０ 

※目標数値の根拠  経営指導員７名（朝夷４名、内房３名）×２０人 
 

    各種データ等を活用した需要動向調査（調査対象事業者数） 
調査対象市業者数 現行 Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 

南房総市内房商工会 ― ２４ ２４ ２４ ２４ ２４ 

南房総市朝夷商工会 ― ３２ ３２ ３２ ３２ ３２ 

     ※ 目標数値の根拠  事業計画策定数を根拠としている。 
 
（３）事業内容 

① 地域イベント「産業まつり」活用した需要動向調査 
毎年１１月に開催している当地域のイベント「産業まつり」は、令和６年度に

は町内外から来場者数 11,000 人を数え、地域でも有数のイベントである。こ

のイベントの来場者に新商品開発・販路開拓に取り組む事業者への情報提供と

して、アンケート形式の商品マーケティング調査を実施する。 
  （ア）調査手法 

     経営指導員等が来場者に対してアンケート用紙によりアンケート調査を実施

する。 
（イ）サンプル数１４０件 経営指導員１人２０件×７人 

 （ウ）調査項目 

事業環境変化対応型支援事業とは 

 千葉県商工会連合会が県内商工会のマンパワー不足を補うことを目的に、千

葉県の補助事業を活用して県内４０商工会に毎月数回、専門家（中小企業診断

士）を派遣し、小規模事業者等からの経営相談（高度な経営相談が中心）に対

応している事業である。 
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     居住地、性別、年齢、家族構成、来場目的、購入した商品、商品の満足度、

購入した商品への要望（味・デザイン・サイズや容量・価格・ネーミング等）

等 
（エ）分析方法 

経営指導員が事業環境変化対応型支援事業により千葉県商工会連合会から月

数回派遣される専門家（中小企業診断士等）の助言等を得てアンケート調査に

より収集した情報を分析する。 
（オ）活用方法 

     分析結果は出店事業者へ情報提供し更なる改良を促すとともに、小規模事業

者への伴走型支援に活用する。 
   
  ② 各種データ等を活用した需要動向調査 

需要動向についてより詳細な情報を把握するため、各種データ等を活用して売

れ筋情報等の調査・分析を実施する。 
 （ア）調査項目及び調査方法 

調査項目 調査方法 

売れ筋情報（商品情報） 日経テレコンのＰＯＳデータを活用して調査 

消費動向、市場規模 家計調査年報を活用して調査 
業界動向、競合状況、タ

ーゲット 
業種別審査辞典を活用して調査 

業種・業界動向 経済関係の日刊紙、業界紙等を活用し調査 

商圏 商業統計調査を活用して調査 

年齢別人口、世帯数 南房総市統計資料を活用して調査 

その他の需要動向等 インターネット情報サイト等 
（イ）分析方法 

経営指導員が事業環境変化対応型支援事業により千葉県商工会連合会から月

数回派遣される専門家（中小企業診断士等）の助言等を得て収集した情報を分

析する。 
（ウ）活用方法 

 経営力向上計画や小規模事業者持続化補助金等を活用するなどして事業計画

の策定に取り組む小規模事業者へ情報提供するとともに、新商品の開発や新た

なサービスの提供等に取り組む小規模事業者への伴走型支援に活用する。 
 
 
５．経営状況の分析に関すること 
 
（１）現状と課題 
  現状： 
    千葉県商工会連合会が導入した千葉県内商工会の独自の経営分析ツールである

「経営問診票」を活用してＳＷＯＴ分析等による経営分析に取り組み、小規模事

業者の経営資源等の実態を明確にして経営課題や経営目標等を導き出している。

しかし、「経営問診票」だけでは現実の事業計画作成に繋がりにくく、それに合わ
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せた新たな分析を併用して進める必要があると思われる。 
  課題： 
    経営問診票による経営分析は優れた方法であるが、定性的なＳＷＯＴ分析が中

心となってしまう傾向にあり、定量的な財務分析からの視点がやや不足になって

しまう。今後は経営問診票による経営分析を継続的に実施しつつ、記帳システム

のデータ等を活用し、数値に基づく経営を推進するために財務分析にも積極的に

取り組むことが必要となっている。そのため、経営問診票を作成した事業所で記

帳継続指導を実施している事業者に関しては、必ず記帳システムのデータを活用

し、財務分析を実施し、記帳継続指導を実施していない事業者に対しては、出来

る限りの資料を提出していただき、財務分析を進める必要がある。 
 
（２）目標 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 内  容 現行 Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 

南
房
総
市
朝
夷
商
工
会 

経営問診票の活用による経

営分析を行う事業所件数 
２４ ３６ ３６ ３６ ３６ ３６ 

財
務
分
析
の
実
施 

記帳システムのデータ

活用による財務分析を

行う事業所件数 
― ２０ ２０ ２０ ２０ ２０ 

事業者からの資料によ

る財務分析を行う事業

所件数 
― １６ １６ １６ １６ １６ 

 内  容 現行 Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 

南
房
総
市
内
房
商
工
会 

経営問診票の活用による経

営分析を行う事業所件数 
１８ ２７ ２７ ２７ ２７ ２７ 

財
務
分
析
の
実
施 

記帳システムのデータ

活用による財務分析を

行う事業所件数 
― ２０ ２０ ２０ ２０ ２０ 

事業者からの資料によ

る財務分析を行う事業

所件数 
― ７ ７ ７ ７ ７ 
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※目標数値の根拠   
経営問診票 経営指導員７名（朝夷４名、内房３名）×９件 
千葉県商工会連合会からデータベース化のために提出が求められている経営問診

票の作成件数は経営指導員１人当たり年間６件 
記帳データ活用による財務分析件数は記帳継続指導の利用事業者数としている。 

 
（３）事業内容 
  ① 経営問診票の活用による経営分析 

（ア）目的 
事業主が自社データを用いて非財務内容を見ることによって、問題点を把握。

自ら改善点を考慮し、事業計画の策定に進めるよう支援する 
（イ）分析手法 

経営指導員が千葉県内商工会の独自の経営分析ツールである経営問診票を活

用し、定性的な分析を中心とした経営分析を実施する。 
（ウ）対象者 

巡回指導によって掘り起こした意欲的な事業者、金融斡旋利用事業者及び事

業計画の策定が必要な補助金申請事業者等とする。 
（エ）分析項目 

ＳＷＯＴ分析、経営目標、あるべき姿、経営課題等 
 

  ② 記帳システムのデータ活用による財務分析 
（ア）目的 

事業主が自社データを用いて財務内容を見ることによって、問題点を把握。

自ら改善点を考慮し、事業計画の策定に進めるよう支援する 
（イ）分析手法 

     経営指導員や記帳システム担当職員が、全国商工会連合会推奨の記帳システ

ム「ＭＡ１」を使って定量的なデータを活用し、財務分析を実施する。 
  （ウ）対象者 

「ＭＡ１」を使った商工会記帳代行の利用者、 
  （エ）分析項目 
     売上高、営業利益、経常利益、損益分岐点売上高、売上高総利益率、売上高

営業利益率、売上高経常利益率、流動比率、当座比率、自己資本比率等 
   

※記帳継続指導を実施していない事業者に対しては、出来る限りの資料を提出

していただき、財務分析を進める。 

経営問診票の活用による経営分

析を行い、かつ財務分析を行う

事業所件数 
現行 Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 

南房総市朝夷商工会 ― ３６ ３６ ３６ ３６ ３６ 

南房総市内房商工会 ― ２７ ２７ ２７ ２７ ２７ 

合計 ― ６３ ６３ ６３ ６３ ６３ 
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（４）活用方法 
①当該事業者へフィードバックし、事業計画策定、小規模事業者持続化補助金申請

及び金融斡旋利用等に活用する。 
②経営問診票をデータベース化している千葉県商工会連合会へ提出しデータベース

化し内部共有することで、経営指導員等のスキルアップに活用する。 
 
 
６．事業計画策定支援に関すること 
 
（１）現状と課題 
  現状： 
    これまでの事業計画策定支援は、金融斡旋や小規模事業者持続化補助金等の申

請にあたっての支援が中心となっており、事業計画策定の内容も補助金申請等で

決められている限定的で簡易なものとなっている。 
 
 課題： 

    近年の経営環境の変化を踏まえ、新たな知識やスキルを積極的に取り込む前向

きな小規模事業者に対しては、これまでの限定的で簡易な事業計画策定支援から

売上高増加・高付加価値化を目指し、リテラシー向上や事業の持続的発展に向け

ての事業計画策定支援へと支援内容を高度化することが必要となっている。また、

事業計画策定に対する小規模事業者の意識の希薄さも存在しているため、事業計

画の策定の重要性を周知することも必要となっている。 
 
（２）支援に対する考え方 

   巡回・窓口指導や専門家派遣制度等を通じて事業計画策定の意義や重要性を啓

発するとともに、経営者自らが経営分析、財務分析やリスキリング等リテラシー

向上に取り組むようにする。小規模事業者に対して専門的で高度な支援をするた

め、千葉県商工会連合会等から派遣される専門家を活用して支援する。また、経

営力向上計画等の申請や金融斡旋、事業承継等を活用して事業計画の策定を支援

する。なお、事業計画策定に関しては地域の経済動向調査、需要動向調査、経営

問診票による経営分析、過去数年の決算書を用いた財務分析を踏まえて作成す

る。 
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（３）目標 
   ①事業環境変化対応型支援事業を活用した事業計画策定件数 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事業環境変化対応型支援事業

（専門家派遣）を活用した事業

計画策定件数 
現行 Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 

南房総市朝夷商工会 １８ ３２ ３２ ３２ ３２ ３２ 

南房総市内房商工会 ２４ ２４ ２４ ２４ ２４ ２４ 

合計 ４０ ５６ ５６ ５６ ５６ ５６ 
※目標数値の根拠 経営指導員７名(朝夷４名、内房３名)×８件 

 
 
 
 
 

 内  容 現行 Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 

南
房
総
市
朝
夷
商
工
会 

事業環境変化対応型支援事

業（専門家派遣）を活用した

事業計画策定件数（合計） 
１８ ３２ ３２ ３２ ３２ ３２ 

専
門
家
派
遣
の
利
用
内
容 

県・国の補助金申請等の

活用 
１３ １６ １６ １６ １６ １６ 

金融斡旋など財務指導

の活用 
５ ８ ８ ８ ８ ８ 

南房総市特定創業支援

等事業等の活用 
― ４ ４ ４ ４ ４ 

その他の事業計画策定

支援件数 
― ４ ４ ４ ４ ４ 

 内  容 現行 Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 

南
房
総
市
内
房
商
工
会 

事業環境変化対応型支援事

業（専門家派遣）を活用した

事業計画策定件数（合計） 
２４ ２４ ２４ ２４ ２４ ２４ 

専
門
家
派
遣
の
利
用
内
容 

県・国の補助金申請等の

活用 
９ １２ １２ １２ １２ １２ 

金融斡旋など財務指導

の活用 
１ ６ ６ ６ ６ ６ 

南房総市特定創業支援

等事業等の活用 
― ３ ３ ３ ３ ３ 

その他の事業計画策定

支援件数 
１４ ３ ３ ３ ３ ３ 
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②専門機関・専門家活用による事業承継計画策定件数 
内  容 現行 Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 

南房総市朝夷商工会 － ４ ４ ４ ４ ４ 

南房総市内房商工会 １ ３ ３ ３ ３ ３ 

合計 １ ７ ７ ７ ７ ７ 
    ※目標数値の根拠 経営指導員７名（朝夷４名、内房３名）×１件 
 
（４）事業内容 

① 事業環境変化対応型支援事業の活用による事業計画策定支援 
    千葉県商工会連合会が千葉県内全ての商工会へ月数回専門家（中小企業診断士

等）を派遣する事業環境変化対応型支援事業（千葉県の補助事業）を活用し、小

規模事業者に対して事業計画策定のための伴走型支援を実施する。 
（ア）派遣期間 

     ７月～翌年１月 
  （イ）支援対象 

 経営分析を行った小規模事業者や経営者のリスキリング等リテラシー向上

に取り組む小規模事業者、また先端設備導入計画及び経営力向上計画などの

策定や、売上高増加・高付加価値化を目指し、ものづくり補助金及び小規模

事業者持続化など補助金等の申請に取り組む小規模事業者で、その内容が専

門的で高度な事業計画の策定が必要な小規模事業者 
  （ウ）実施方法 

事前予約制であり、専門家（中小企業診断士等）と経営指導員が同席して

相談に対応し、事業計画策定を支援する。事前予約がない場合は、案件の掘

り起こしと若手経営指導員へのＯＪＴを兼ねて、若手経営指導員の巡回指導

に専門家（中小企業診断士等）が同行し、事業計画策定を支援する。 
  

  ② 補助金申請等の活用による事業計画策定支援 
小規模事業者持続化補助金、ＩＴ補助金など、補助金申請等を活用し小規模事

業者に対して事業計画策定のための伴走型支援を実施する。 
  （ア）支援対象 
     販路開拓やＤＸ導入等に向けて補助金申請等に取り組む小規模事業者 
  （イ）実施方法 

専門家（中小企業診断士等）と経営指導員が事業計画策定を支援する。具体

的には事業者への経営問診票による経営分析や財務分析、地域の経済動向調

査・需要動向調査からのデータなどから、申請する補助事業の事業内容につ

いて効果的な方法を見いだせる様、専門家から意見をいただき事業計画策定

について支援を行う。また申請する補助事業の実施状況やその効果について、

経営者自らが目標を設定し取り組むようにする。 
   

③ 金融斡旋の活用による事業計画策定支援 
小規模事業者経営改善資金（マル経資金）等を活用し、小規模事業者に対して

事業計画策定のための伴走型支援を実施する。 
  （ア）支援対象 
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     円滑な資金繰りに向けて事業計画策定が必要な小規模事業者 
（イ）実施方法 

専門家（中小企業診断士・税理士等）と経営指導員が事業計画策定を支援す

る。具体的には事業者への経営問診票による経営分析や財務分析から、融資

等の金融支援の取組みに対して運転・設備資金等の資金繰りやキャッシュフ

ロー、返済状況などの財務的分析やシミュレーションを行う。また資金の効

果的な利用方法について地域の経済動向調査・需要動向調査からのデータな

どと照らし合わせ、専門家から意見をいただきながら経営者自らが目標を設

定し取り組むようにする。 
 

④ 南房総市の特定創業支援等事業の活用による事業計画策定支援 
    南房総市の特定創業支援等事業を活用し、創業予定者に対して事業計画策定等

の支援を実施する。 
  （ア）支援対象 

開業に伴い、ＤＸ導入やホームページ・ＳＮＳ運用、資金調達や経営安定化

のための事業計画策定等が必要な創業予定者 
  （イ）実施方法 

市担当職員と専門家（中小企業診断士等）と連携し、経営指導員が事業計画

策定を支援する。具体的には事業者への経営問診票による経営分析や財務分

析から、申請する補助事業の事業内容について効果的な方法を見いだせる様

専門家から意見をいただき、事業計画策定について支援を行う。また申請す

る補助事業の結果について経営者自らが目標を設定し取り組むようにする。 
 

⑤ 専門機関・専門家を利用した事業承継計画策定支援 
    専門機関を利用した事業承継支援を活用し、小規模事業者に対して事業承継計

画策定のための伴走型支援を実施する。 
  （ア）支援対象 
     事業承継をすすめる小規模事業者 

（イ）実施方法 
千葉県事業承継・引継ぎ支援センター、専門家（中小企業診断士等）等と連

携し、経営指導員と事業主とで事業承継計画を策定する。 
 
 
７．事業計画策定後の実施支援に関すること 
 
（１）現状と課題 
  現状： 
    事業計画策定後のフォローアップは不定期で支援回数も少なく、またフォロー

アップの内容が金融支援（マル経斡旋）後の資金繰り計画の確認や小規模事業者

持続化補助金等の補助事業終了後の報告書類の作成支援などといった限定的で偏

ったものとなっており、策定した事業計画に従った経営改善や目標達成のための

支援が不十分となっている。 
  課題： 

事業計画策定事業者ごとに定期的な巡回訪問による事業計画の見直しや検証、
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新たな経営課題等の解決に向けての提案など、事業計画が着実に実行されるよう

きめ細かなフォローアップを行うことが必要となっている。 
 
（２）支援に対する考え方 
   今後の支援は、経営指導員による伴走支援により事業計画の進捗状況に応じて見

直しなどのフォローアップをきめ細かに実施するとともに、その過程で顕在化した

高度な課題や事業計画に進捗状況に著しい遅延や停滞がある場合に対しては、千葉

県商工会連合会の商工会へ月数回専門家（中小企業診断士等）を派遣する事業環境

変化対応型支援事業やエキスパートバンク制度をはじめ、関係支援機関の専門家派

遣制度を活用して専門家と連携し、専門的なフォローアップを実施することによっ

て策定した事業計画の実現性を高める。 
 
（３）目標 
    南房総市朝夷商工会 

内  容 現行 Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 
フォローアップ 
対象事業者数 － ６０ ６０ ６０ ６０ ６０ 

フォローアップ延回数 
（頻度） １８０ ３００ ３００ ３００ ３００ ３００ 

フォローアップによる 
売上増加事業者数 
（対前年比） 

― １２ １２ １２ １２ １２ 

フォローアップによる 
利益率向上事業者数 
（対前年比） 

― １２ １２ １２ １２ １２ 

 
南房総市内房商工会 

内  容 現行 Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 
フォローアップ 
対象事業者数 － ４５ ４５ ４５ ４５ ４５ 

フォローアップ延回数 
（頻度） ２１０ ２２５ ２２５ ２２５ ２２５ ２２５ 

フォローアップによる 
売上増加事業者数 
（対前年比） 

― ９ ９ ９ ９ ９ 

フォローアップによる 
利益率向上事業者数 
（対前年比） 

― ９ ９ ９ ９ ９ 

※ 目標数値の根拠 
フォローアップ対象事業者数（過去に事業計画を策定した事業） 
経営指導員７名（内房３名、朝夷４名）×１５件 

フォローアップ延回数  事業計画策定事業者数×５回 
売上増加事業者数   経営指導員７名(朝夷４名、内房３名)×３事業者 
利益率向上事業者数  経営指導員７名(朝夷４名、内房３名)×３事業者 
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（４）事業内容 
  ① 巡回訪問による定期的・計画的なフォローアップ 
  （ア）支援対象 

事業計画を策定した小規模事業者を対象とする。  
  （イ）実施方法 
     経営指導員の定期的・計画的な巡回訪問によりフォローアップを実施する。 
  （ウ）進捗状況の遅れ等に関する対処方法 
     千葉県商工会連合会の専門経営指導員や中小企業診断士等の外部専門家の指

導・助言に基づき、今後の対応策を検討するとともに、フォローアップの頻度

を変更して集中的に支援する。 
 

② 専門家派遣制度を活用したフォローアップ 
（ア）支援対象 

経営指導員によるフォローアップにより、その過程で高度で専門的な課題等

が顕在化した小規模事業者を対象とする。 
  （イ）実施方法 
     千葉県商工会連合会の商工会へ月数回専門家（中小企業診断士等）を派遣す

る事業環境変化対応型支援事業やエキスパートバンク等を活用して専門家と経

営指導員が連携し、高度で専門的な課題等が顕在化した小規模事業者に対して

フォローアップを実施する。 
 
 
８．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 
 
（１）現状と課題 
  現状： 

インターネットやＳＮＳを利用した販路開拓に関しての支援内容が十分とは言

えない状況にある。また地域内イベント等への出展・出品支援や、地域外で開催

される各種展示会や商談会、物産展等の情報提供を中心とした支援にとどまって

いる。 
 
  課題： 

さまざまな出展後の成果や検証等に取り組んでいないことから新たな需要の開

拓に繋がっていない。また、小規模事業者の新たな需要の開拓に向けて需要動向

調査を踏まえるなどしての戦略的な支援が課題となっている。 
 
（２）支援に対する考え方 
   地域内での新たな需要の開拓は過疎化（人口減少）等による市場の縮小等から厳

しくなっているため、新たな需要の開拓は地域外に向けての支援を中心とする。 
具体的には市のふるさと納税出店支援による売上の増加やインターネットやＳＮＳ

等の活用による情報発信を支援し、首都圏で開催される展示会や商談会、物産展等

への出展をきめ細かな伴走型で支援する。 
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（３）目標 

南房総市朝夷商工会 
内  容 現行 Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 

ふるさと納税参

加事業者数 
― ４ ４ ４ ４ ４ 

ふるさと納税参

加による増加し

た売上額（合計） 
― 1000 万 1000 万 1000 万 1000 万 1000 万 

 

南房総市内房商工会 
内  容 現行 Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 

ふるさと納税参

加事業者数 
― ３ ３ ３ ３ ３ 

ふるさと納税参

加による増加し

た売上額（合計） 
― 750 万 750 万 750 万 750 万 750 万 

※目標数値の根拠 経営指導員７名（朝夷４名、内房３名）×１事業者 
 売上増加目標額 １事業所につき２５０万円 

 

南房総市朝夷商工会 

内  容 現行 Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 
ＨＰ開設・リニューアル事業者数 ― ４ ４ ４ ４ ４ 
ＨＰを見て来店した新規来店者数 
（年間） 

― 400 400 400 400 400 

 

南房総市内房商工会 

内  容 現行 Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 
ＨＰ開設・リニューアル事業者数 ― ３ ３ ３ ３ ３ 
ＨＰを見て来店した新規来店者数 
（年間） 

― 300 300 300 300 300 

※目標数値の根拠 経営指導員７名（朝夷４名、内房３名）×１事業者 
新規来店者数 １００人（年間）×事業者数 

 

   南房総市朝夷商工会 

内  容 現行 Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 
ＳＮＳ相談会開催回数 ― ２ ２ ２ ２ ２ 
ＳＮＳ相談会参加者数  ８ ８ ８ ８ ８ 
ＳＮＳを見て来店した新規来店者

数（年間） 
― 800 800 800 800 800 
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   南房総市内房商工会 

内  容 現行 Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 
ＳＮＳ相談会開催回数 ― ２ ２ ２ ２ ２ 
ＳＮＳ相談会参加者数  ６ ６ ６ ６ ６ 
ＳＮＳを見て来店した新規来店者

数（年間） 
― 600 600 600 600 600 

※目標数値の根拠 経営指導員７名（朝夷４名、内房３名）×１事業者×２回 
新規来店者数 １００人（年間）×事業者数 
 

（３）事業内容 
目的： 

地域資源を活用した商品の販路拡大とＳＮＳを利用した宣伝効果を得ること

で持続的な販売力と宣伝効果が得られる。また売上向上と利益率の向上も得ら

れる。 
①市のふるさと納税を利用した販路開拓支援 
（ア）支援対象 

     地域資源を活用した新商品の作成による販路開拓に取り組もうとしている小

規模事業者 

市のふるさと納税に参加していない小規模事業者 

  （イ）支援内容 

     市職員とふるさと納税返礼品の出品の相談会を実施し新規販路開拓の支援を

行う。また千葉県商工会連合会が月数回専門家（中小企業診断士等）を派遣す

る事業環境変化対応型支援事業やエキスパートバンク、関係支援機関の専門家

派遣制度によって専門家を招聘し、個別相談や事業所へ派遣等により地域資源

を活用した新商品開発の支援をするとともに、これに伴う情報発信等について

も支援することによって販路開拓を支援する。 

  （ウ）効果 

     市ふるさと納税に参加することより、宣伝効果で消費者への認知度が向上す

る。また返礼品を受け取った利用者からの再受注が可能となるため、販路開拓

及び売上の増加が期待できる。 

 

  ②ホームページの活用による販路開拓支援 

  （ア）支援対象 

    ・ホームページを開設していない小規模事業者 

    ・ホームページをリニューアルして販路開拓に取り組もうとしている小規模事

業者 

  （イ）支援内容 

     千葉県商工会連合会が月数回専門家（中小企業診断士等）を派遣する事業環

境変化対応型支援事業やエキスパートバンク、関係支援機関の専門家派遣制度
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によってＩＴ関係の専門家を招聘し、個別相談や事業所へ派遣等によりホーム

ページの開設やリニューアルを支援するとともに、これに伴う情報発信の具体

的な内容等についても支援することによって販路開拓を支援する。 

  （ウ）効果 

     ホームページの活用により、消費者及び新規得意先の開拓に対して事業者の

認知度が向上するとともに、ホームページからの直接受注が可能となるため、

販路開拓が期待できる。 

 

  ③ＳＮＳ活用個別相談会の開催による販路開拓支援 

  （ア）支援対象 

ＳＮＳを活用して販路開拓に取り組もうとしている小規模事業者  

  （イ）支援内容 

専門家を招聘してのＳＮＳ活用個別相談会の開催と経営指導員等による個別

指導によって小規模事業者の販路開拓を支援する。 

  （ウ）効果 

ＳＮＳの活用により新たな顧客の獲得や既存顧客の囲い込みが期待できる。 

 

Ⅱ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組  

９．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 
 
（１）現状と課題 

現状： 
    事業の成果や効果等を検証するために、商工会内部の監査会で監事によって事

業の評価・見直しが行われており、それらの結果を理事会や総会等で報告してい

る。しかし、評価指標が定量化されておらず、評価体制が未整備である。 
 
  課題： 
    ＫＰＩ・成果指標を用いた定量的評価を構築する必要がある。また商工会の内

部関係者による事業の評価・見直しのため、内容が十分ではなく、結果の公表も

商工会の内部関係者に限られている。外部の有識者等を加えての事業の評価・見

直しや効果的に公表を行うための仕組みを構築することが課題となっている。広

域的な支援体制を踏まえ、関係機関との情報共有・改善提案を組み込む。 
 
（２）事業内容 
  １．定量的把握 

  ＫＰＩ設定： 
①新ブランド産品の開発 
商品開発の専門家派遣事業者数、新規ふるさと納税出店数、新規ＥＣサイト出

店数 
②：観光と連携した産業振興 
体験型など新しい観光メニューを開発した事業者数、観光客向けの地新商品を

開発した事業者数、新たに道の駅で販売し始めた事業所数 
③：起業・創業支援 
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ＫＰＩ：起業・創業事業所の事業計画年間策定件数、創業から５年以内のマル

経融資・各種補助金の年間申請件数 
④事業承継支援 
ＫＰＩ：年間の専門家による事業承継相談数、事業承継計画年間作成件数、マ

ッチング成立件数 
データ収集：経営問診票や経営カルテ等を使いデータ収集 

  ２．評価手法 
経営発達支援計画事業評価委員会の設置し、構成員に外部有識者（中小企業診

断士等）法定経営指導員又は広域経営指導員、市担当者を含める。 
年１回会議を開いて進捗状況を確認し総合評価を実施し、次年度計画に反映さ

せる。 
  ３．評価・見直しの頻度 

年一回の総合評価で判断する。必要に応じて評議会を開催し、重要課題の実施

状況に対して議論する。 
  ４．結果の公表 

評価結果はＨＰ、会報に掲載し、地域事業者が常時閲覧可能な状態を確保する。 
また、連携先にも共有する。 

  ５．広域支援体制の活用 
複数商工会と情報共有し、共通課題に対する合同研修を検討する。 

 
 
１０．経営指導員等の資質向上等に関すること 
 
（１）現状と課題 

現状： 
    千葉県商工会連合会の職員研修会や中小企業大学校東京校の研修会等の机上研

修会への派遣を中心に職員の資質の向上等を図っている。また、千葉県商工会連

合会が千葉県内全ての商工会へ月数回専門家（中小企業診断士等）を派遣する事

業環境変化対応型支援事業によるＯＪＴによって経営指導員の支援ノウハウや知

識の向上を図っている。 
 

課題： 
    職員個々による知識や情報、支援ノウハウの習得に留まっており、習得した知

識等を職員間で共有する体制の構築が課題となっている。また、職員個々の経験

や支援ノウハウに差があり、職員個々の支援能力のさらなる向上も課題となって

いる。 
 
（２）事業内容 

目的：経営指導員と一般職員の支援能力を高め、ノウハウ共有と OJT を通じて組

織力を強化する。さらに事業者自身が自ら考えるプロセスを支援することで経営

リテラシーの向上を支援する。 
 

  ① 外部研修会の計画的活用による資質の向上 
・経営指導員及び補助員等の常勤職員を千葉県商工会連合会が開催する基本能
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力研修会や専門スタッフ研修会等に派遣する。 
・専門的な知識の習得と実践的な支援ノウハウの習得による支援能力の更なる

向上に向けて経営指導員を中小企業大学校東京校が開催する課題別・専門研修

に派遣する。 
・対話力・傾聴力を高めるため、コミュニケーション研修への参加 
 

  ② ＯＪＴ制度の導入による資質の向上 
・経験豊富で業務に詳しい経営指導員や補助員等の巡回訪問に経験年数の浅い

職員が同行し、ＯＪＴによって実務的なスキルを習得する。 
・経験年数の浅い経営指導員の実践支援能力を補うために、千葉県商工会連合

会に設置されているスーパーバイザー（企業支援のノウハウや実績を有する商

工会職員ＯＢ）を活用して若手経営指導員へのＯＪＴを実施する。 
 

  ③ ノウハウ共有の仕組み 
 各商工会にて職員を対象にした定期ミーティング（月１回／月初）を開催し、

研修会への参加で習得した知識や小規模事業者に対する支援事例をデータベー

スとして整理し、専門家によるＯＪＴで習得した支援ノウハウ等の共有を図る。 
 

  ④ 事業主の経営リテラシー向上への寄与 
研修、講習会、ＯＪＴを通じて事業主の経営の自走化に向けたプロセスを支援

する。 
 

 



26 

 

（別表２）経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（令和７年１２月現在） 
（１）実施体制（商工会又は商工会議所の経営発達支援事業実施に係る体制／関係市町

村の経営発達支援事業実施に係る体制／商工会又は商工会議所と関係市町村の共同

体制／経営指導員の関与体制等） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ①関係市町村との連携体制 

 両商工会・市が連携し、地域の実情を踏まえた重要課題を決定するとともに、本

支援計画での支援方針を決定するため、年１回連絡協議会を開催する。 
 ②広域的な支援体制 

 両商工会は本支援計画を共同で実施するため、四半期ごとに定期的なミーティン

グを行い、連携し共同で支援を行う。 
 ③定量的に実施状況を把握し評価行う体制 

 広域経営指導員を含む一般職員で実施状況を定量的に把握し、効果測定を行う。

本支援計画の実施状況を市との商工業振興協議会（年１回開催）で評価するととも

に、次年度の支援内容の検討を行う。又必要に応じて変更申請を行う。 
 ④経営指導員等の資質向上に係る体制 

 両商工会職員向けに研修会や勉強会を開催し、適宜専門知識の習得を図り小規模

事業者の内発的動機付けを行うためのロールプレイング、事例共有などを行う。 
 
（２）商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第７条第５項に規

定する経営指導員による情報の提供及び助言に係る実施体制 
 
  ①広域経営指導員の氏名・連絡先等 

職種 氏 名 所 属 電話番号 
広域経営指導員 押元麻衣 南房総市朝夷商工会 ０４７０－４４－１３３１ 
広域経営指導員 石井一弘 南房総市内房商工会 ０４７０－３３－２２５７ 

 

南房総市朝夷商工会 
 事務局長   １名 
 広域経営指導員１名 
経営指導員  ３名 
補助員    ２名 
臨時職員   ２名 
合 計   ９名 

南房総市商工業振興協議会 
（幹事：南房総市朝夷商工会） 

南房総市内房商工会 
広域経営指導員１名 
経営指導員  ２名 
補助員    １名 
臨時職員   ２名 
合 計   ６名 

南房総市 
商工課 

千葉県 
商工会連合会 

 
専門家派遣等 
（連携） 
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  ②広域経営指導員による情報の提供及び助言 
    経営発達支援事業の実施、実施に係る指導及び助言、目標達成に向けた進捗管

理、事業の評価・見直しをする際の必要な情報の提供等を行う。当計画の広域経

営指導員は、２会共同の計画であるため２名の配置を行うこととする。 
     
  ③広域経営指導員の当否 
    申請書に記載の経営指導員 押元 麻衣 及び 石井一弘 は施行規則第７

条第２項に規定する広域経営指導員に該当する。 
 
（３）商工会／商工会議所、関係市町村連絡先 
 
  ①商工会／商工会議所 

商工会名 住 所 等 

南房総市朝夷商工会 
〒295-0004 千葉県南房総市千倉町瀬戸 2294 番地 

TEL：0470-44-1331／FAX：0470-40-1051 

Ｅ－mail：toiawase@asai.or.jp 

南房総市内房商工会 
〒299-2403 千葉県南房総市富浦町原岡 918番地 

TEL：0470-33-2257／FAX：0470-33-4268 

Ｅ－mail：uchibo@star.ocn.ne.jp 

千葉県商工会連合会 

〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央４丁目 16-1 

建設会館ビル５Ｆ 
TEL：043-305-5222／FAX：043-222-5133 

    

  ② 関係市町村 

〒299－2492 千葉県南房総市富浦町青木 28番地 

           南房総市商工観光部商工課 

TEL：0470-33-1092／FAX：0470-20-4230 

Ｅ－mail：shoko@city.minamiboso.lg.jp 

 
 



28 

 

（別表３） 
 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 
 
南房総市朝夷商工会及び南房総市内房商工会 
２商工会合計                         （単位：千円） 

 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ10年度 Ｒ11年度 Ｒ12年度 

必要な資金の額 １，２９７ １，２９７ １，２９７ １，２９７ １，２９７ 

  

経済動向調査費 
参考図書(白書)購
入費 

 
講習会講師謝金 
 

産業まつりアンケー
ト・調査経費 
 

 
ＳＮＳ活用相談会 
開催費 

 
大学校研修派遣費 
 

評価委員会開催費 
 

 

 
１３ 

 

 
２３２ 

 

 
６００ 

 

 
２３２ 

 

 
８４ 

 

１３６ 

 

 
１３ 

 

 
２３２ 

 

 
６００ 

 

 
２３２ 

 

 
８４ 

 

１３６ 

 

 
１３ 

 

 
２３２ 

 

 
６００ 

 

 
２３２ 

 

 
８４ 

 

１３６ 

 

 
１３ 

 

 
２３２ 

 

 
６００ 

 

 
２３２ 

 

 
８４ 

 

１３６ 

 

 
１３ 

 

 
２３２ 

 

 
６００ 

 

 
２３２ 

 

 
８４ 

 

１３６ 

 （備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 
 
 
 

調達方法 

会費収入、手数料収入、受託料収入等 

 （備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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（別表４） 
 経営発達支援計画を共同して作成する商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を

連携して経営発達支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項 
 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所 
並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

 
 千葉県商工会連合会 会長 寒郡 茂樹 
千葉県千葉市中央区中央４丁目１６番１号 建設会館ビル５Ｆ 

連携して実施する事業の内容 

１ 地域の経済動向調査に関すること 
２ 需要動向調査に関すること 
３ 経営状況の分析に関すること 
４ 事業計画策定支援に関すること 
５ 事業計画策定後の実施支援に関すること 
６ 新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 
７ 経営指導員等の資質の向上等に関すること 

連携して事業を実施する者の役割 
 千葉県商工会連合会が千葉県内全ての商工会へ月数回専門家（中小企業診断士等）を

派遣する事業環境変化対応型支援事業を通じて、上記１から７の事業に関する指導や情

報提供、ＯＪＴ等を実施するとともに、エキスパートバンク等の専門家派遣事業によっ

て高度な相談への対応を実施する。 

連携体制図等 

 
 
 

 

南房総市 
商工課 

小規模事業者 

南房総市内房商工会 
南房総市朝夷商工会 

相
談 

千葉県商工会連合会 

支
援 

連
携 


